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簡 易 耐 震 診 断 推 進 事 業 

 

１ 簡易耐震診断について 

簡易耐震診断とは耐震診断技術者（建築士）が簡単な非破壊調査（図面、計測、目視、

聞き取りなど）を行い、地盤、基礎、建物形状、老朽化、柱や壁の耐震要素の量や配置な

どの情報をもとに耐震性に対する評点を求め、安全性を判断するものです。このため個々

の建物の特徴により評点に表れない場合がありますが、お住まいの住宅の地震に対する安

全性の目安の確認にご利用ください。 

 

２ 対象となる住宅：下図でご確認ください 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

３ 診断手数料：下表のとおり（木造戸建住宅の場合） 

 

一棟あたり診断経費 申請者負担金申請者負担金申請者負担金申請者負担金    

３１，５００円 ３，３，３，３，１５０１５０１５０１５０円円円円    

住宅部分の延べ面積が 

全体の半分以上ですか？ 

住宅に木造以外の構造がありますか？ 

簡易耐震診断推進事業の対象対象対象対象です 
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診断予定の住宅について伺います 
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いいえ 

過去に簡易耐震診断を受けましたか？ 

はい 

はい 

いいえ 申込者以外の建物所有者は 

簡易診断することに同意をしていますか？ 

申込者以外に建物所有者がいますか？ 

建物の用途は住宅だけですか？ 

はい 

建築指導課までお問合せください 

3 階建て以上若しくは 2×4 工法、丸太

組み工法、プレハブ工法又は大臣認定工

法などの特殊な工法ですか？ 

昭和 56 年 5 月以前の工事着工ですか？ 

※昭和56年6 月以降に増築している場合は原則対象外

となります。申請前に建築指導課までお問合せくださ

い。 

いいえ 

いいえ 
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４ 申し込みについて 

○必要書類を姫路市役所 5 階建築指導課までお持ちください。（郵送でも承ります。） 

○申請書は巻末の記入例をご参考にしてください。 

○必要な書類 

⑴ 申込書 

⑵ 住宅の所有者所有者所有者所有者及び建築年建築年建築年建築年が確認できる書類で、下記のいずれかいずれかいずれかいずれかの写し 

 ・住宅の建築時の建築確認通知書又は検査済証 

    ・住宅の登記簿謄本 

    ・固定資産税・都市計画税納税通知書（建築年が記載されたもの） 

    ・住宅の固定資産課税台帳登録証明（建築年が記載されたもの） 

・その他住宅の所有者、建築年を証明する書類 

   ⑶ 住宅の付近見取り図（方位、道路及び目標となる地物を明示したもの） 

       

○手続きの流れ 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ お申込み窓口・お問合せ先 

   姫路市都市局まちづくり部 建築指導課 防災・耐震担当 

〒670-8501 姫路市安田四丁目１番地 

TEL：０７９－２２１－２５４７  MAIL：kentikus@city.himeji.lg.jp 

期間期間期間期間    

（めやす）（めやす）（めやす）（めやす）    

診断員の内諾を 

受けてください 

診断報告書受理 

申請者申請者申請者申請者    市役所市役所市役所市役所    簡易耐震診断員簡易耐震診断員簡易耐震診断員簡易耐震診断員    

姫路市建築指導課に 

お申込みください 

受付・審査 簡易耐震診断員決定 

現地調査 調査時の立会が必要です 

報告書内容確認 

診断報告書送付 

簡易耐震診断員名簿（P1

３～14）から診断員を選

定してください 

診断実施決定通知 

負担金振込み 

約 1 ヶ月 

約 2 週間 

負担金納付書送付 

診断報告書作成 

負担金納付確認 

受付期間 

令和令和令和令和５５５５年年年年 12121212 月月月月８８８８日日日日（金）（金）（金）（金）までまでまでまで    


